
令和８年５月１日(金)～令和９年１月29日(金)

上限30万円

①環境学習活動（勉強会、フィールドワーク）

②環境保全活動（外来種駆除、清掃活動、植栽活動）

③奄美群島の子ども達が参加する郷土教育に対する助成事業（郷土教育活動）

※奄美群島の18歳以下の子ども達が主たる参加者として開催される事業であ

ること

※参加者のうち概ね５人以上が子どもであり、奄美群島内で実施されること

（例）地域の子ども会等が森や海岸等の清掃活動を実施

（例）奄美群島エコツアーガイドを講師とする森や海岸での観察会を主催

（例）地域の郷土料理研究会が、郷土料理について学ぶ食育イベントを主催

お問い合わせ先：奄美群島広域事務組合 担当：児玉

0997-52-6032

http://www.amami.or.jp/

TEL

URL

①②③の活動に必要な経費

（講師謝金、講師招聘旅費、保険料、種苗代、消耗品費等）

奄美群島広域事務組合のHP（http://www.amami.or.jp）より

申請書類をダウンロードの上、メールでご提出ください。

こだま

ecotourism@ amami.or.jpMAIL

募集期間

補 助 額

対 象 の
活 動

対象経費

提出方法

奄美群島の宝を次世代に

つなぐ助成事業（募集開始）
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